
Q2 ．傷病手当金が通算されるって具体的にどうなることですか？
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今までは、使ってな
いポイントが、期限
切れで使えなくなっ
てたのに、ポイント
が残る感じかなあ？
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支給は1年6か月の間の欠勤が対象
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傷病手当金をもらい始めて有効期間1年6か月で支給が打ち切られました
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傷病手当金をもらい始めてから通算して1年6か月まで支給されます
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ゆうこりん。
また新しい情
報が入ったら
傷病手当金の
続報を考えよ
うね。

同じ（因果関係がある）病気やケガによる傷病手当金の支給期間
が、通算（合計・トータルで）1年6か月まで支給されるようになり
ました。 下の図をご覧ください。

インディちゃん。
ポイントとは、いい表現ね！
治療が長期にわたり、出勤と

休みを繰り返さなければななら
ない人や、再発した人には嬉し
い改正ですよね。

令和2年7月2日より後令和2年7月1日より前

今すぐ聞きたい～傷病手当金通算のこと 特集

インディね、
こんな改正を待っ
てたんだよ！
傷病手当をもら
いやすくなるね！

経過措置（ ※けいかそち）があります。
令和2年7月2日以降から傷病手当金の支給が開始された人は使えます。
令和2年7月1日以前に傷病手当金の支給が開始された人は使えません。

改正法が始まった令和4年1月1日の前の日（12月31日）に1年6か月が経過して
しまったからです。※経過措置とは、法律が改正され移行される時、できるだけ不利益

や不合理がでないようにするために取り扱ってもらえることです。

Q３ ． 令和4年1月1日より前に、すでに傷病手当金をもらっている人は使えますか？

いつから支給開始されたか
わからない方は、傷病手当
金を受けた当時の保険者
（協会けんぽや健康保険組
合などの保険者）にお問い
合わせください。
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傷病手当金の通算は、保険者間の通算（上記③）の他にも
わからない部分がたくさんあります。組合健保の付加給付や
障害年金などとの調整がかかる場合には、注意が必要です。
疑問に思ったら社会保険労務士や健康保険証に書いてある保
険者に問い合わせましょう。そのためにも傷病手当金の決定
がわかる通知書は大切に保管しておきましょう。

インディペンデント通信は、協賛広告を入れず
に無料で配布しています。それには、あなたに
お届けするための送料と印刷代が必要です。
賛助会費やご寄付は大歓迎です！

インディペンデント通信は、パワーポイントで
こつこつ作っています。資料集め、リーガルチ
ェック、校正、発送作業など、興味のある方が
いらっしゃったらぜひご連絡ください。
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今すぐ聞きたい～傷病手当金通算のこと 特集 プラス！

プラスＱ１ ．傷病手当金の通算日数の計算での注意する点はありますか？

② 通算されるのは（因果関係がある）同じ病気やケガの場合です。
全く違う病気になったら、新たにその病気で傷病手当金を申請することになります。
病気ごとに別の傷病手当金となるため通算して考えないようにしましょう。

① 傷病手当金の支給が開始された年月日により１年６か月の合計日数が変わります。

日本の暦（カレンダー）では、１か月の合計日数が１月は31日、2月は28日
または29日、３月は31日、4月は30日というように各月によって変わりま
す。仕事を休んだ日から連続した3日間の期間(待期)の後、4日目
から傷病手当は支給されますが、支給開始年月日の1年６か月先の
前日までの合計日数を１年6か月とみます。

暦の何月が含まれているかによって、その方ごとのトータルの支給日数が
変わります。

すでに傷病手当金の支給を開始された日が
一緒にインディペンデント通信を

作ってみませんか？
あなたもインディペンデントの仲間になりませんか？
がん患者さんの就労支援 「インディペンデント」は

会員を募集しています。

日 に ち 補 足 日 数

働けない期間（待機） 令和4年3月 1日～3月3日 傷病手当支給なし 0日間

働けない期間（支給開始）
令和4年3月 4日～4月20日

傷病手当金支給開始日
Ａ）傷病手当支給 48日間

働けました！ 令和4年4月21日～5月10日 傷病手当支給なし 0日間

働けない期間（支給再開） 令和4年5月11日～6月10日 Ｂ）傷病手当支給 31日間

令和4年3月 4日の１年６か月後 令和５年９月３日 この期間の支給日数合計 549日

Ａ+Ｂ 支給済み合計 48日+31日＝79日 通算日数 79日

残りの支給日数549日-79日 470日また同じ病気になっても470日残っています。

③ 保険者によっては通算されない場合もあります。
共済組合で傷病手当を支給された期間は、協会けんぽや他の健保組合の支給期間とは
通算されません。協会けんぽと組合健保、その他別々の組合健保間での通算についても
まだ明らかになっていません。

通算されます！通算されません


